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 今月は世界理解月間です。人吉ロータリーク

ラブは韓国と台湾に姉妹クラブを持っています

が、日韓両国の歴史認識の違いから、日韓関係

は過去最悪の状況になっています。 

 初期のロータリー運動が著しい勢いで発展

し、またたく間に全世界に広まっていった背景

には、全ての会員を平等に扱い、民族や国籍や

宗教の違いを超越して、ロータリアン相互の深

い親睦と友情の関係を作り上げることに重点が

おかれました。仮に、政治や宗教をロータリー

の中に持ち込んだり、その問題を議論したとし

たら、ロータリーで育んだ友情もたちどころに

消え去ったことでしょう。 

 この国家間の問題や紛争について、ロータリ

アンがどうあるべきかまたは何をなすべきかと

言う事を、ＲＩ理事会や国際大会の決議の中に

見る事が出来ますので、ご紹介いたします。 
 
＜国の法律、習慣に対する批判＞ 

ロータリアンのあいだに、理解と親善を促進す

るに当って、ある国において非合法とされてい

ることが他の国においては合法である場合が多

数あること、また、ある国において習慣となっ

ていることが他に国においてはそうでない場合

もあること、を認めなければならない。従って

世界各国のロータリアンは、これらの事実を認

識し、他国の法律や習慣を批判することを慎む

べきであり、かつまた、他国の法律、習慣に干渉

するような行為もこれを慎まなければならない。 

（1932年ＲＩ理事会） 
 
ＲＩが、経済的またはその他の難事の解決に関し

て、その国の政策やその国以外の国の政策を支持

したり援助することは、その国でその政策に反対

の立場にあるロータリアンや、その国以外の国の

ロータリアンにとって受入れ難い場合があること

を考えれば、決して好ましいこととはいえない。

国事に関する問題はクラブが考慮すべき問題であ

り、クラブ定款に従ってクラブ自身で処理すべき

である。 （1934年デトロイト国際大会決議） 
 
＜国家有事中のロータリー活動＞  

いかなる国においても、国家有事の際、その国の

ロータリークラブが、他国と平常のロータリーと

しての接触をつづけることが不可能か、またはこ

れを不得策とする場合には、その国の国民である

現在のガバナー、および、または全てのパスト・

ガバナーまたは、ロータリアンは常にその国の忠

実な愛国者であることを認めて、国家有事の期間

ロータリーをその国に保持するために可能かつ得

策であると考えられる措置をとる義務を有するも

のとする。 （1937年ＲＩ理事会） 
 
世界平和を実現するために、ロータリーが深く関

与した特筆すべき活動として、国連の設立と国連

憲章の制定があげられます。1945年、サンフラン

シスコで行われた国連設立準備会には、合衆国国

務省から要請を受けて、ＲＩから11名の顧問団が

参画し、国連憲章の原案作製に当りました。その

会合に出席した世界各国の代表のうち、 7名の委

員長と20名の代表がロータリアンであり、代議員

を合せると実に49名のロータリアンがこの作業に

参加したと言われています。 
 
国際ロータリーを合衆国代表の顧問として、国連

会議に招聘したのは、この偉大なる組織に対する

単なる敬意や好意のジェスチャーではない。ロー
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タリーの会員たちが国際理解の推進のために果

たしてきた効果的な役割を認めたからであり､

その役割を更に続けてもらいたいからである。

ロータリーの代表団はサンフランシスコ会議に

は欠くことのできない存在だったし、皆さんも

承知のように、国連憲章そのものや、経済およ

び社会審議会の規約原案の作成においても然り

であった。 

(1945年 ステティニウス国務長官) 
 
＜個々のロータリアンの責務＞  

１）愛国主義にとらわれず、自分が、国際理解 

  と親善と平和を推進するという責務を共に 

  負っているものとみなす。  

２）国家的または人種的優越感によって行動し 

  ないようにする｡  

３）他国民と協調する共通の基盤を求め、これ 

  を育成する。  

４）思想、言論、集会の自由、迫害と侵略から 

  の解放、欠乏と恐怖からの解放を享受でき 

  るように、個人の自由を守る法律と秩序を 

  擁護する。 

５）どこかが貧困であれば、全体の豊かさを危 

  うくすると認識し、あらゆる国の人々の生 

  活水準を高めようとする措置を支援する。  

６）人類に対する正義の原則を高くかざす。こ 

  の原則は基本であり、世界的なものでなけ 

  ればならないと認識する。  

７）国家間の平和を推進しようと常に努め、こ 

  の理想のためには個人的犠牲を払う覚悟を 

  する。 実践されれば、必ず豊かで充実し 

  た人生をもたらす倫理的､精神的基本原則 

  が存在すると認識しながら、国際親善の一 

  歩として、あらゆる他の人々の信念を理解 

  する心をかきたて、これを実践する。  

 （1951, 1953年ＲＩ理事会） 
 
＜平和への七つの道＞  

１. 愛国心の道・・・ロータリアンは、せまい 

 愛国主義を越えて、国家間の理解と親善と平 

 和の推進に対する責任を分担していることを 

 自覚する。ロータリアンは国家的又は人種的 

 優越感をもって行動するいかなる傾向にも反 

 対する。  

２. 和解の道・・・ロータリアンは、他国の 

 人々との協調について共通の地盤を求め、そ 

 れを拡大する。  

３. 自由の道・・・ロータリアンは、個人の自 

 由を守るために法と秩序の支配を擁護し、以 

 て思想、言論、集会の自由、迫害と侵略から 

 の自由及び欠乏と恐怖からの自由を享受する 

 ことができるようにする。  

４. 進歩の道・・・ロータリアンは、どこかに 

 貧困があれば全体の繁栄が脅されることを考 

 え、世界のすべての人々の生活水準を向上す 

 ることを目にした活動を支持する。 

５. 正義の道 ロータリアンは、人類に対する 

 正義の原則を支持し、この原則は基本的なも 

 のであって広く世界中に行われなければなら 

 ないことを認める。 

６. 犠牲の道・・・ロータリアンは、常に国家 

 間の平和を推進することに努め､この理想の 

 ためには喜んで個人的犠牲を払う用意があ 

 る。  

７. 忠節の道・・・ロータリアンは、国際親善 

 への第一歩として、他人の信条を理解すると 

 いう精神を強調し、実践し、そして、ある基 

 本的な道徳的、精神的基準が存在し、それが 

 実行されれば、必ず豊かな充実した人生が実 

 現するものと確信する。  

 （1959年ＲＩ発行） 
 
＜国法の遵守＞ 各ロータリークラブは、クラ

ブが存在し、その機能を果たしている国の法律

に従うことが期待されている。自国の法律がＲ

Ｉ組織規定と矛盾する場合は、関係クラブは必

ず理事会に問題を提起し、助言と指導を仰ぐも

のとする。 （1975年ＲＩ理事会） 

 
    
   幹事 井手富浩 
 

【第８回定例理事会承認事項報告】         

①川上哲治氏「私の野球人生」講話録の配布先 

 及び配布方法（費用）の件；地区内各クラブ   

 ロータアクト会員・郡市学校（教育委員会） 

 → 郵送及び手渡し    

②中華民国 台北稻江ＲＣより創立27周年式典 

 H26.2/26)案内の件→ 祝電のみ送付  

【連絡事項】  

①一般社団法人 ひとよし球磨青年会議所よ 

 り、新年賀詞交換会出席への御礼状が届いて 

 おります。 

②ガバナー事務局より、地区大会時の「観光と 

 物産ブース」への出店依頼が届いておりま 

 す。スペースは１社（机 90㎝×180ｃｍ）と 

 なり、直販及び委託販売も可能となっており 

 ます。 

  日時；3/15 (土) ～3/16（日） 

  場所；カルチャーパレス 大ホールホワイエ 

③西天草ＲＣより「谷川民俗学の世界」シンポ 

 ジウムの案内が届いております。  

  日時; 2/16 (日) 10：00～17：00 

   場所; 熊本市総合体育館 青年会館ホール 

④RI2730地区 阿久根ＲＣより、創立40周年 

 記念式典 祝賀会及び記念公演の案内が届い 

 ております。 

4/13(日) 記念公演；10:00～12:00 

         阿久根市総合体育館     



  式典.祝賀会；14:00～ ホテルＡＢＣパレス 

  登録料；10,000円  

⑤公益財団法人ロータリー日本財団より確定申 

 告用寄附領収書が届いております。対象者へ 

 お渡しします。  

【配布物】  

 ガバナー月信２月号   

「谷川民俗学の世界」シンポジウムチラシ 

「抜萃のつづり」その73 

【回覧物】       

 指宿ＲＣ週報  人吉中央ＲＣ週報 

【例会変更・取止め】   

指宿ＲＣ2/4→18：30～いわさきホテル例会場 

  〃   2/18→18：30～場所:ぽん太  

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫  
 
 立山 茂会員より、 

“娘の結婚を記念して”

ロータリー財団、米山記

念奨学会へご寄付があり

ました。 

  

 
  
   委員長 戸高克彦    

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       村山能史委員長 

 

     *** ２月ゴルフのご案内  *** 

    ２月１６日 (日) １０時１３分スタート 

   熊本クラウンゴルフクラブ 

 

【Ｒ財団委員会】   

  第2720地区 

  Ｒ財団・地区補助金管理セミナー報告 

          次年度委員長 宮原和広  

 先月、１月25日(土)にアスパ

ル富合（熊本市南区）に於いて

第2720地区ロータリー財団・地

区補助金管理セミナーが開催さ

れ、次年度.鳥井会長、次々年

度.延岡会長と３人で出席して

参りました。私たちより先に、ポリオ・プラス

委員長として中島会員も出席されていました。 

 ロータリー財団の補助金には、①地区補助金

②グローバル補助金③パッケージ・グラントの

３種類がありますが、今回は主に地区補助金に

関するセミナーでした。 

 小山ガバナーエレクトの点鐘ではじまり、ガ

バナーエレクトの挨拶の後、木村ロータリー財

団部門長から今期の地区補助金の報告がありま

した。ＶＴＴ＆平和フォロー、財団学友＆奨学

金、ポリオ･プラス、財団の補助金、事例発

表、補助金手続きの仕方についてそれぞれ発表

がありました。11月のロータリー財団月間の

時、延岡ロータリー財団委員長の計らいで木村

ロータリー財団部門長が来訪され例会で卓話を

して頂きましたので、少しは予備知識を持って

セミナーに参加することができました。 

 先ず最初に、今回のセミナーに出席していな

いクラブと年次基金の寄付額が０のクラブは地

区補助金の申請を受ける資格がないということ

でした。 

 地区補助金運用の流れとして、①２月までに

地区とＭＯＵ（覚書）を交わす→②３月までに

受給計画書提出→③４月までに地区補助金の申

請→④地区補助金専用口座開設（7月頃）→⑤

地区への補助金送金依頼→⑥地区からの補助金

入金→⑦事業実施→⑧地区へ事業報告提出→⑨

完了 

 このように、今年度申請して次年度に事業を

実施する流れになっています。当然、地区補助

金を利用するとなればいろんな基準・条件・審

査・制約等を満たさなければなりません。 

 会員の皆さん、事業計画の締め切りが３月ま

でとなっていますので、この地区補助金を利用

しての事業案がございましたらロータリー財団

委員会の方までご連絡よろしくお願い致しま

す。最後にロータリー財団委員会、米山記念奨

学委員会への寄付宜しくお願いします。 

 

本日の出席率 

会   員   数   65名    85.48% 

出 席 免 除  3名 1 / 2 2 出席率 69.35％ 

欠 席 者 数  9名 補  填  数 5名 

出 席 者 数  53名 修 正 出 席 率 77.42％ 

＊届け出欠席 葉山・本田・有馬・延岡・中村・伊久美・高山 

       尾上・渕田   

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

  人吉RAC例会；武末・安達 

  地区補助金管理セミナー；鳥井・延岡・宮原      

２月の誕生祝い ２月の誕生祝い   

 岩本泰典会員   2日  山本瑤子会員  4日 

 伊久美寛志会員 5日  山賀勝彦会員  7日 

 山口令二会員 16日   

２月の結婚祝い ２月の結婚祝い   

 大久保勝人会員 1日  岩本泰典会員   2日 

 漆野智康会員  7日   中村太郎会員 19日  

 武末憲一会員 27日    



種一種と言われる由縁です。第2720地区のクラ

ブでもそれを守り頑張っているクラブもありま

す。たとえば、宇土クラブは、現在も一業種一

種です。 

 新しい会員の皆さん、栞を持っていると思い

ますが、その中に職業分類表があるのはその為

であります。空いている分類を埋めていけば良

いのです。 

 現在は時も進み、ロータリー会員が世界201ケ

国の地域に広がり、クラブは532地区に分けら

れ、クラブ数34.282クラブ、会員総数122万人、

世界を34ゾーンに分割し、ゾーン内のロータリ

アン数が等しくなるようになっています。日本

も34地区あり、クラブ数2280クラブ、３ゾーン

に分割されています。会員数88.530人。 

第2720地区は、74クラブ、会員数2.409人、ゾー

ン３です。 

 このように大きくなると、会員が50名以下ク

ラブでは、同分類が５名以下、51名以上のクラ

ブであれば10％以内であれば入会する事が可能

であります。手続要覧でこのようにＲＩの理事

会において定款８条・職業分類・第２節・制限

が変わりました。 

 現在の会員傾向の確認にあたり、国際ロータ

リー理事会は、2013-2014年（第2回）会員増強

がポリオ撲滅に次ぐ第二の優先項目であること

に同意しました。理事会はまた、2015年国際協

議 会 よ り「会 員 増 強（membership  develop-

ment）」を協議会のプログラム案のリストに加

えました。会員増強の試験的プログラム（準会

員、法人会員、革新性と柔軟性のあるクラブ、

衛星クラブ）は、2017年6月30日を終了日とする

第２期の試験期間を行うため、期間が延長され

たそうです。 

 また一方で、理事会は、地区編成について多

くの課題を検討し、2014年７月１日をもってア

ルゼンチンの４地区を２地区に統合する事、ま

た、2015年７月１日をもって英国の６地区を３

地区に統合し、さらにデンマークとリトアニア

にまたがる地区を２つの新地区に分割する事を

決定しました。最低会員数の要件を満たしてい

ないほかの地区は、2013年６月の理事会会合に

会員数の現状と会員増強計画を提出するように

求められたそうです。また、この地区編成に取

り消しを望む地区は、地区編成委員会を通じて

理事会に請願書を提出しなければならない事を

提言したそうです。 

 ところで、ＲＩの理事会のメンバーは、何人

で構成されているでしょう？それは、19名で

す。ＲＩ会長、会長エレクト、17名の理事で

す。そして、世界は34ゾーンに分けられ毎年17

のゾーンから２年任期のＲＩ理事が選出されま

す。ＲＩ会長の選出はＲＩ会長指名委員会17人

【2720地区 地区研修委員会】 

    

      世界理解月間にあたって 

        

           地区研修委員 中川貴夫 

   皆さん、こんにちは。 

 今週の水曜日に渡辺会長より

「時間が空いたので卓話をお願

いいたします。」と電話を戴き

ました。私は、今週の８日、９

日の一泊二日、熊本空港ホテルエミナースでの

研修リーダー委員会・地区セミナーの準備、そ

して、次年度の地区チーム研修セミナーが２月

22日（土）大分で開催される会員増強委員会の

原稿を作らねばと思っていましたが、渡辺会長

の一言で「世界理解月間」の原稿に変わり、現

在、皆様の目の前に立っています。 

 おそらく、今日、渡辺会長が会長の時間で

「世界理解月間の話」をしたら、まるでマルか

ぶりになるのでは無いかとひやひやしながら原

稿を考えました。どうなる事やら？そう言いま

しても卓話しなければなりませんので、２月の

世界理解月間についてお話をさせて戴きます。 

 新しい会員の方、２月は、誰が何と言っても

現在、ロータリークラブでは、「世界理解月

間」に指定されている事を覚えておいて下さ

い。 

 1905年２月23日に開催された第一回ロータ

リー例会が創立記念日で、現在は「世界理解と

平和の日」と呼ばれています。更に、２月23日

に始まる１週間を「世界理解と平和週間」と呼

び、ロータリーの奉仕活動を強調する事が決議

されています。 

 それでは、誰が最初に例会を何処で開いたか

と言うと、青年弁護士ポール・ハリスが、ス

ターバス・ローア、シルベスター・シール、ハ

イラム・ショーレ、この３人と一緒にシカゴで

初めて会合（例会）を開きました。シカゴ・

ロータリークラブの誕生です。 

 人吉ＲＣも、２月21日か27日の例会でワイン

が出るのではないでしょうか？ノンアルコール

のワインなら良いですが本物のワインなら、車

では例会に来ないで下さいね、または運転しな

いで下さいね。さて、本題に返りましょう。 

 それでは、何故このロータリーが出来たので

しょう。それは、ポール・ハリスは寂しかった

からだと言われていますし、又、友達が欲し

かったからだとも言われています。当時、アメ

リカシカゴは、町は荒廃していて人間の心も荒

み人が信じられない世界であったそうです。 

それで、お互い信じあえる友と、職業を通じて

助け合えば良いのではないかと考えたと言われ

ています。それが、ロータリーの始まりで一業



 され、その火入れ式がありました。   

・有村会員 立山さんのお嬢様のご結婚お祝い 

 致します。              

・山賀会員 誕生祝を頂きありがとうございま 

 した。高齢を重ね72歳となりました。今年も 

 ロータリーライフを楽しみたいと思います。 

                    

・大久保会員 結婚祝ありがとうございまし 

 た。                 

・漆野会員 結婚祝ありがとうございます。な 

 んとか15年もちました。これからもがんばり 

 ます。                

・宮山会員 早退致します。       

 

【米山記念奨学委員会】 

・北会員 早退します。         

 

      点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

 

 

 
 

社会奉仕に関する1923年の声明 

（1923 Statement on Community Service）   

 

 次の声明は1923年国際大会で採択され、以後の

国際大会で改正されたものである。   

 ロータリーにおいて社会奉仕とは、ロータリアン

のすべてがその個人生活、事業生活、および社会生

活に奉仕の理想を適用することを奨励、育成するこ

とである。   

 この奉仕の理想の適用を実行することについて

は、多くのクラブが会員による奉仕にその機会を与

える ものとして、さまざまな社会奉仕活動を進め

てきている。以下に掲げる諸原則は、ロータリアン

およびロータリー・クラブの指針として、また、社

会奉仕活動に対するロータリーの方針を明確に表す

ものとして適切であり、また管理に役立つものであ

ることを認め、これを採用するものである。   

1)ロータリーは、基本的には、一つの人生哲学であ

り、それは利己的な欲求と義務およびこれに伴う他

人のために奉仕したいという感情とのあいだに常に

存在する矛盾を和らげようとするものである。この

哲学は奉仕―「超我の奉仕」の哲学であり、これ

は、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

という実践的な倫理原則に基づくものである。   

2)本来ロータリー・クラブは、事業および専門職務

に携わる人の代表として、ロータリーの奉仕の哲学

を受入れ、次の四つのことを実行することを目指し

ている人々の集まりである。  

 まず第1に、奉仕の理論が職業および人生における

成功と幸福の真の基礎であることを団体で学ぶこ

と。第2に、自分たちのあいだにおいても、また地

域社会に対しても、その実際例を団体で示すこと。

によって任期の２年前に指名されます。ＲＩ会

長はＲＩの最高役員であり、ＲＩの第一の代弁

者で、国際大会とＲＩ理事会を主宰し、世界で

19か所のロータリー研究会に２年で出席しま

す。何故、このような話にしたかと言うと、 

 まず、田中作次さんが日本で３人目のＲＩ会

長（埼玉・八潮RC）となられた事は知っていま

すね。１人目が1968-69年度・東ヶ崎潔RI会長

（東京RC）、２人目が、1982-83年度向笠廣次RI

会長（大分中津RC）です。 

 ＲＩ会長は、ロータリー研究会に出席する。

これなんです。来年、ＲＩ理事が第2720地区か

ら誕生する、と言う事は日本でロータリー研究

会を開催しなければならない。ＲＩ理事・杉谷

卓紀パストガバナー（玉名RC）です。 

 ロータリーの友１月号の19ページに記載され

ていました。ゾーン１.２.３の国際ロータリー

現・元・次期役員・ノミニー・並びに配偶者、

ガバナー補佐（韓国・台湾からの参加者）約600

名をお迎えしてのロータリー研究会を開催しな

ければならないのです。第2720地区も協力しな

ければなりません。当然、熊本では開催不可能

と思いますので、おそらく東京のホテル・グラ

ンパシィフィクLE・DAIBAで、第43回ロータリー

研究会を開催するでしょう。今年はＲＩ理事が

北清治氏でしたので第2770地区パストガバナー

津田健三氏が実行委員長を務められましたが、

大変な大会と言うべきものでした。12月３～４

日、朝7：00集合、21：00終了。何故、東京なの

か？それはアクセスの面、宿泊、開催スペー

ス、同時通訳のセッティング、開催人数約600

名、夫人の集いのセッティングetc おそらく

3.000万円ぐらいの規模の研究会です。なので、

経験豊かな東京のＲＣの協力を戴きながら開催

しなければならないと思います。松宮元RI理

事・北RI理事・杉谷RI理事エレクト。 

 おそらく松宮RI理事が２年続けて理事でした

ので、杉谷RI理事も２年ロータリー研究会を開

催しなければならないと思います。第2720地区

パストガバナー総出で開催協力をしなければな

らないのではないでしょうか？ 

「世界理解月間の卓話」にはならなかったと思

いますがお許しください。               

 

【ニコニコ箱委員会】    委員 山口令二 

・堤正博会員 先日より人吉新聞に我社のこと 

 が２回掲載されました。 

 １.本社事務所の玄関がリニューアルされまし 

 た。ちょっとアンティークな感じになりまし 

 たので近くに来られた方はのぞいて見て下さ 

 い。 

 ２.繊月まつりの売上金を「希望ケ丘学園」に 

 寄付をしましたが、そのお金で陶芸窯が設置 

ＲＯＴＡＲＹひと口メモ  Ｒ情報委員会 



市民団体などの存在しない土地の場合に限り、これ

を行うこととすべきであり、商工会議所のある土地

では、ロータリー・クラブはその仕事の邪魔をした

り、横取りをしたりすることのないようにしなけれ

ばならない。しかし、ロータリアンとしては、奉仕

を誓い、その理念の教えを受けた個人として、その

土地の商工会議所の会員となって活動すべきであ

り、また、その土地の市民として、他の善良な市民

と一緒に、広くすべての社会奉仕活動に関与し、そ

の能力の許す限り、金銭や仕事の上でその分を果た

すべきである。   

b)一般的に言って、ロータリー・クラブは、どんな

立派な事業であっても、クラブがその遂行に対する

責任の全部または一部を負う用意と意思のない限

り、その後援をしてはならない。   

c)ロータリー・クラブが奉仕活動を選ぶ場合に宣伝

をその主たる目標としてはならないが、ロータリー

の影響力を拡大する一つの方法として、クラブが立

派に遂行した有益な事業については正しい広報が行

われるべきである。   

d)ロータリー・クラブは、仕事の重複を避けるよう

にする必要があり、総じて、他に機関があり、それ

によって既に立派に行われている事業に乗り出すよ

うなことをしてはならない。   

e)ロータリー・クラブの奉仕活動は、なるべく現存

の機関に協力する形で行うことが望ましいが、現存

機関の設備や能力が目的の遂行に不十分である場合

には、必要に応じ、新たに機関を設けることにして

も差し支えない。ロータリー・クラブとしては、新

たに重複した機関をつくるよりも、現存の機関を活

用することのほうが望ましい。   

f)ロータリー・クラブはそのすべての活動におい

て、宣伝者として優れた働きをし、多大の成功を収

めている。ロータリー・クラブは地域社会に存在す

る問題を見つけ出すことはしても、それがその地域

社会全体の責任にかかわるものである場合には、単

独でそれに手を下すようなことはしないで、他の

人々にその解決の必要を悟らせる努力をし、地域社

会全体にその責任を自覚させて、この仕事がロータ

リーだけの責任にならないで、本来その責任のある

地域社会全体の仕事になるようにしている。また、

ロータリーは、事業を始めたり、指導したりする

が、一方、当然それに関心をもっていると考えられ

るほかのすべての団体のすべての協力を得るように

努力すべきであり、そして、当然ロータリー・クラ

ブに帰すべき功績であっても、それに対する自分の

ほうの力を最小限度に評価して、そのすべてを協力

者の手柄にするようにしなければならない。   

g)クラブがひと固まりとなって行動するだけで足り

るような事業よりも、広くすべてのロータリアンの

個々の力を動員するもののほうがロータリーの精神

によりかなっていると言える。それは、ロータ

リー・クラブでの社会奉仕活動は、ロータリー・ク

ラブの会員に奉仕の訓練を施すために考えられたい

わば研究室の実験としてのみこれを見るべきであ 

るからである（23-34, 26-6,  36-15, 51-9, 66-

49）。       「ロータリー用語便覧」より 

第3に、各人が個人としてこの理論をそれぞれの職

業および日常生活において実践に移すこと。そして

第4に、個人として、また団体としても大いにこの

教えを説き、その実例を示すことによって、ロータ

リアンだけでなく、ロータリアン以外の人々のすべ

てが、理論的にも実践的にも、これを受入れるよう

に励ますことである。   

3)RIは次の目的のために存在する団体である。   

a)ロータリーの奉仕の理想の擁護、育成および全世

界への普及。   

b)ロータリー・クラブの設立、激励、援助および運

営の管理。   

c)一種の情報交換所として、各クラブの問題を研究

し、また、強制でなく有益な助言を与えることに

よって各クラブの運営方法の標準化を図り、社会奉

仕活動についても、既に広く多くのクラブによって

その価値が実証されており、RI定款に掲げられてい

るロータリーの綱領の趣旨にかない、これを乱すよ

うな恐れのない社会奉仕活動によってのみ、その標

準化を図ること。   

4)奉仕するものは行動しなければならない。従っ

て、ロータリーとは単なる心構えのことをいうので

はなく、また、ロータリーの哲学も単に主観的なも

のであってはならず、それを客観的な行動に表さな

ければならない。そして、ロータリアン個人もロー

タリー・クラブも、奉仕の理論を実践に移さなけれ

ばならない。そこで、ロータリー・クラブの団体的

行動は次のような条件の下に行うように勧められて

いる。いずれのロータリー・クラブも、毎年度、何

か一つの主だった社会奉仕活動を、それもなるべく

毎年度異なっていて、できればその会計年度内に完

了できるようなものを、後援するようにすることが

望ましい。この奉仕活動は、地域社会が本当に必要

としているものに基づいたものであり、かつ、クラ

ブ会員の一致した協力を必要とするものでなければ

ならない。これは、クラブ会員の地域社会における

個々の奉仕を奨励するためにクラブが継続的に実施

しているプログラムとは別に行われるべきものとす

る。   

5)各ロータリー・クラブは、クラブとして関心があ

り、またその地域社会に適した社会奉仕活動を自主

的に選ぶことについて絶対的な権利をもっている。

しかし、いかなるクラブも、ロータリーの綱領を無

視したり、ロータリー・クラブ結成の本来の目的を

危うくするような社会奉仕活動を行ってはならな

い。そしてRIは、一般的な奉仕活動を研究し、標準

化し、推進し、これに関する有益な示唆を与えるこ

とはあっても、どんなクラブのどんな社会奉仕活動

にせよ、それを命じたり禁じたりすることは絶対に

してはならないものとする。   

6)個々のロータリー・クラブの社会奉仕活動の選択

を律する規定は別に設けられていないが、これに関

する指針として以下の準則が推奨されている。   

a)ロータリーの会員の数には限りがあるので、ロー

タリー・クラブは、市民全体の積極的な支持なくし

ては成功しえないような広範囲の社会奉仕活動は、

他に地域社会全体のために発言し、行動する適切な


